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1　住民監査請求・住民訴訟とは。

地方自治の本旨に基づく住畳参政の一環として、地方自治体の違法不当な

財務会計行為により、住民全体の利益を害する行為を予防、i是正するように、

まずは監査委員に監査の機会を与え、さらに、裁判所に請求する権能も認めて

いる。

①　住民監査請求　　地方自治法第242条（要約）　住民監査前置

住民は、地方公共団体の長あるいは職員について、違法・不当な公金の支出、

財産の取得、＿＿＿契約の締韓など＿があると認めるときは、証明文書を添えて、監査委

員に対し、監査を求め、違法・不当な行為を防止し、若しくは地方公共団体の破

った韻書を回復するために必要な措置をとることを請求することが出来る。

②　住民訴訟　　　地方自治法第242条の2（要約）

監査請求を行った住民は、監査委員の監査の結果に不服があるとき、または監

査委員が監査を行わないときなどに、裁判所に訴えを起こして、以下のような請

求が出来る。

1号　差止め講求　　　2号　　取消又は無効確認請求

3号　管理を怠っている事実の無効確認請求

4号　長文は職員への損害賠償請求または相手方に対する韻書賠償請求の請求

2　請求人は、☆地方自治体の梧成員（東京都民）　請求書に自署　捺印　∴

財務会計行為　　☆一連の再開発事業認可、権利変換処分、施行者の土

埋壷塾

期限　l年以内　権利変換処分確定日　平成28年5月25日　☆杢隼室員

姐睦子∴∴計部串宮守謹書
3　本件の特質　再開発事業制度の濫用による巧みな脱法手法　　　　さ

地方自治法第237条②項（適正な対価、条例若しくは議会の議決）違反

都市再開発法第80条（宅地等の算定基準　近傍類似）　違反

これらの摘要を免れるため「東京都一人の個人施行の再開発制度」の形を

濫用
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